
８ 島根県立大学短期大学部研究生規程 
平成19年４月１日制定 

島根県立大学短期大学部規程第14号 

 （目的） 

第１条 この規程は、島根県立大学短期大学部学則（以下「学則」という。）第 41 条に規定する研究生

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （入学資格） 

第２条 研究生として入学することができる者は、短期大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力が

あると認められる者とする。 

 （在学期間） 

第３条 在学期間は、１年以内とする。ただし、特別な事情があるときは、その期間を延長することが

できる。 

 （入学志願） 

第４条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に入学検定料を添えて所定の期間内

に学長に提出しなければならない。  

(1) 研究生入学願書 

(2) 本学所定の履歴書 

(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書 

(4) 在職中の者にあっては、所属長の承諾書 

 （選考） 

第５条 研究生の選考は、前条の規定により提出された書類に基づいて教授会が行う。ただし、書類審

査に加え、面接、実技試験、小論文等を課して選考することができる。 

 （入学手続及び入学許可） 

第６条 前条の選考に合格した者は、所定の期間内に本学の指定する書類を学長に提出するとともに、

入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の手続きを行った者について入学を許可するものとする。 

 （指導教員） 

第７条 学長は、入学を許可した研究生について、指導教員を定めるものとする。 

 （研究成果の報告） 

第８条 研究生は、研究期間を終了したときは、指導教員を通じて学長に研究成果報告書を提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により報告書が提出された研究については、本人の請求により研究終了証明書を交付す

ることができる。 

 （その他） 

第９条 この規程定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。 

２ この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

この規程は、平成 19年４月1日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成27年４月1日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成29年４月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年４月1日から施行する。 

 


